
埼玉県産業労働部雇用労働課

（障害者雇用総合サポートセンター）

彩の国 埼玉県

埼玉県マスコット
「コバトン」「さいたまっち」

サポセンＰＲ動画は
こちらから！



本日の内容

１ 法定雇用率とは

２ 埼玉県の障害者雇用の現状

３ 埼玉県の障害者就労支援の特徴

４ 埼玉県障害者雇用総合サポートセンター
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１ 法定雇用率とは
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法定雇用率とは…
「障害者雇用促進法」において、民間企業等が、従業員の一定割合以上の

障害者を雇用しなければならないとされている、一定の割合のこと。

例）常用労働者数１００人の企業の法定雇用障害者数

１００人×２．３％＝２人（小数点以下切り捨て）

※常用労働者：週30時間以上勤務

短時間労働者（週20時間以上30時間未満勤務）は0.5換算

民間企業 国、地方公共団体等 都道府県等の教育委員会

２．３％ ２．６％ ２．５％

４３．５人以上 ３８．５人以上 ４０．０人以上規模
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「障害者雇用促進法」における障害者

身体障害者 知的障害者

左記以外

・発達障害者
・難治性疾患患者
・高次脳機能障害

など

精神障害者

精神障害者保健
福祉手帳所持者

統合失調症、そう
うつ病、てんかん
（手帳所持者を除く）

身体障害、知的障害、精神障害（発達障害を含む。）、その他の心身の機能の障害があるため、長期にわたり、職

業生活に相当の制限を受け、または職業生活を営むことが著しく困難な者

雇用義務の対象 障害者雇用率の算定対象 5



２ 埼玉県の障害者雇用の現状
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（出典：埼玉労働局資料）

埼玉県の障害者雇用率の推移

Ｈ23 全国最下位

Ｈ29 初の法定雇用率達成
（※当時2.0％）

R3年6月1日時点の状況

％

埼玉

全国

▶障害者雇用率 ２．３２％
（全国２２位）

※法定雇用率 ２．３％

▶達成企業割合 ４７．８％
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近県の民間企業の障害者雇用状況（R3.6.1)
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都県名 障害者雇用率 全国順位 雇用率達成企業割合

埼玉県 2.32％ （２２位） 47.8％

栃木県 2.26％ （２８位） 54.4％

群馬県 2.19％ （３７位） 55.1％

茨城県 2.17％ （３９位） 49.3％

神奈川県 2.16％ （４０位） 44.6％

千葉県 2.15％ （４２位） 49.0％

東京都 2.09％ （４７位） 30.9％

（出典：厚生労働省資料）



県内企業の障害種別雇用状況（R3.6.1)
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6,885.0

5,748.5

5,400.5

3,927.5

2,279.5

2,911.5

1,171.5

375.5
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R3.6

H28.6

H23.6

身体障害 知的障害 精神障害

8,403.5人
（法定雇用1.8％）

11,984人
（同2.0％）

16,555.5人
(同2.3％）

（出典：埼玉労働局資料）



3 埼玉県の障害者就労支援の特徴
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埼玉県においては、障害者本人の就労を

などの機関が、相互に連携を図って支援していま
す。

埼玉労働局
ハローワーク

福祉サービス事業所
（就労移行支援事業所など）

埼玉障害者職業センター
（(独)高齢・障害・求職者
雇用支援機構埼玉支部）

障害者就業・生活支援
センター（ナカポツ）

市町村障害者
就労支援センター

埼玉県独自



○ 障害者の就業面と生活面の一体的な相談・支援を行っています。
○ 都道府県知事が 「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき指定し、国と都道府県から事業を委

託された民間の事業者などが運営しています。（県内１０カ所、全国３３８カ所 R4.4.1時点）
○ 一般企業で働きたい障害者や、障害者の雇用に取り組んでいる企業などの相談や支援を行います。

障害者就業・生活支援センターとは

○ 障害のある方の就労機会の拡大を図るために、市町村が設置する支援機関です。（県内４１カ所）
○ 各市町村が、直接または民間の事業者などに委託して運営しています。
○ 障害者やその家族の求めに応じて、仕事に関する相談や就職するための準備などのお手伝いをしています。
○ 市町村障害者就労支援センターは、最も身近な相談窓口です。

市町村障害者就労支援センターとは
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さいたま

北 部

秩 父

西 部

東 部

南 部

利 根

南西部

川越比企

県 央

障害者就業・生活支援センターこだま 障害者就業・生活支援センター遊谷

秩父障がい者就業・生活支援センターキャップ

障害者就業・生活支援センターかわごえ

障害者就業・生活支援センターＺＡＣ
埼葛北障害者就業・生活支援センター

障害者就業・生活支援センターＣＳＡ

東部障がい者就業・生活支援センターみらい

障害者就業・生活支援センターＳＷＡＮ

障害者就業・生活支援センターみなみ

障害者就業・生活支援センターの設置状況
○ 障害者就業・生活支援センターは、10障害保健福祉圏域のうち８圏域に10か所設置されています。
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は、設置済市町村（４１市町）

は、共同設置若しくは事業を委託（１３市町） は、未設置町村（９町村）

市町村障害者就労支援センター設置状況
○ 市町村障害者就労支援センターは、４１か所に設置されています。

2018/4/20
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一般的な支援の流れ

・面談の実施
・希望の確認
・必要に応じて
登録

・職業評価（適性
の把握など）
・職場実習、職業
訓練

・ハローワークでの
求職支援
・履歴書作成支
援、面接の練習
・面接への同行

※支援の内容は、センターによって異なります。

・就労後の相談
・会社への巡回
訪問

相
談
の
申
し
込
み

職
業
相
談
・
登
録

就
職
活
動
支
援

定
着
支
援

就
職
準
備
支
援

就
職



各センターの利用状況
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Ｈ29 H30 R1 R2 R3

登録者数 15,981 17,225 18,527 19,560 20,924

就労中の方 7,969 8,757 9,609 10,158 11,182

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

市町村就労支援センター（４１か所）

Ｈ29 H30 R1 R2 R3

登録者数 7,190 7,547 7,760 8,011 8,125

就労中の方 3,552 3,776 4,000 4,204 4,563

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

障害者就業・生活支援センター（１０か所）

（いずれも年度末）



4 埼玉県障害者雇用総合サポートセンター
～「企業」の「障害者雇用」を支援～

17



埼玉県の障害者雇用支援体制の概要（R4年度）

（企 業） （ 支 援 機 関 ）

障害者を
雇用したことのない

企 業

採用
（可能）
企業

障害者雇用を
検討している

企 業

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
・
埼
玉
障
害
者
職
業
セ
ン
タ
ー

福
祉
施
設
・
特
別
支
援
学
校
な
ど
各
関
係
機
関

連携

連携

雇用開拓
雇用開拓員による雇用率
未達成企業への働き掛け

企業支援

①企業支援アドバイザー
による具体的な雇用の提
案やアドバイス

②精神障害者雇用アドバ
イザー＆精神保健福祉士
によるチーム支援

③障害者雇用チャレンジ
推進員による短期雇用体
験のコーディネート

職場定着支援

①企業へのジョブコーチ
派遣等による就労継続支援

②オーダーメイド型ICT活
用型教育訓練による職域
拡大支援

③アドバイザー等による
就労支援機関のスキル
アップ支援

障害者雇用総合
サポートセンター

ジョブコーチ
派遣依頼

スキルアップ
支援

就労支援

職場定着支援

ジョブコーチ派遣

雇用の場の創出

就労のコーディネート

短期雇用体験

※主に障害者の雇用経験
がない企業

企業を直接訪問

連携

障
害
者
就
業
・
生
活
支
援
セ
ン
タ
ー

市
町
村
障
害
者
就
労
支
援
セ
ン
タ
ー

ＩＣＴ活用型教育訓練

重
度
障
害
者
及
び
精
神
障
害
者
雇
用
の
伴
走
型
パ
ッ
ケ
ー
ジ
支
援

新
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埼玉県障害者雇用総合サポートセンター（愛称：サポセン）

▶ 「企業の障害者雇用」を支援することを目的に県が設置

＜障害者雇用の働き掛け＞

企業支援

● 障害者雇用の支援
・企業を訪問し、専門的
な助言や提案をしま

す。
・障害者の短期雇用体験
実習生の受入れを提案
します。

障害者雇用ヘルプデスク
こようを つないで

📞0120－540－271
ちょっとした質問や
お悩みに専門スタッフが

お答えします。

＜障害者雇用の働き掛け＞

●ジョブコーチの派遣
・障害者が職場に適応
できるよう、一定期間
ジョブコーチを派遣し

て、
障害者の支援と企業へ
の助言を行います。

●職場定着支援
・地域の支援機関と協働
して、障害者が安心して
長く働けるよう支援を
行います。

定着支援
＜障害者雇用の働き掛け＞

雇用開拓

● 雇用開拓員の企業訪問
・障害者の法定雇用率が
未達成の企業を訪問し
障害者雇用のメリット
をご説明します。

● 障害者雇用制度の紹介
・障害者雇用制度の仕組み
や各種助成制度について
ご説明します。

・サポートセンターの支援
内容をご紹介します。

＜３つの機能＞
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 障害者雇用開拓員が、0人企業を中心に未達成企業を訪問

（特に100人以下の企業を訪問）

 障害者雇用制度の仕組み

 埼玉県の支援スキーム（関係機関の連携支援）

 同業他社の雇用事例 など

 雇用に前向きな企業には「企業支援」から雇用の提案へ。
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埼玉県障害者雇用総合サポートセンター
（1）雇用開拓

サポセンＰＲ動画
〈雇用開拓部門編〉



 雇用の場の創出と就労コーディネート（就労支援機関との連携）

 具体的な雇用の提案やアドバイス

 企業における短期雇用体験の実施

 精神障害者雇用には、精神保健福祉士（ＰＳＷ）とアドバイザーによる
チーム支援

 企業ネットワークの構築と運営、相談

 研修、セミナー、情報交換会など
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埼玉県障害者雇用総合サポートセンター
（2）企業支援



 職場定着支援

 ジョブコーチ（職場適応援助者）の派遣

就労支援機関と連携し、企業に一定期間ジョブコーチを派遣（支援計画を策定）

 アドバイザー、サブアドバイザーによる職場定着支援・相談

 就労支援機関の人材育成支援

 就労支援機関のスキルアップ支援

 就労アセスメント（職業適性評価）の支援

個別支援、セミナー など 22

埼玉県障害者雇用総合サポートセンター
（3）定着支援



 ＩＣＴ活用型教育訓練（定着支援、R3～）

 知的障害のある従業員の職域拡大のため、ICTを活用した教育訓練とアセ
スメントを実施

 企業伴走型雇用パッケージ支援（企業支援、R4～）

 重度障害者及び精神障害者の雇用促進を目的に、週20時間未満からスター
トし、週20時間以上へのステップアップに向けて、専門スタッフが企業に
伴走して支援
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埼玉県障害者雇用総合サポートセンター
（4）最近の取組



関係機関の連携
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労働

福祉

保健
医療

教育



終わりに
埼玉県HP 「障害者の仕事チャレンジ」
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0809/syougai-map/index.html

このサイトは、
・障害者を雇用したい事業主
・障害の有無に関係なく、誰もが適性や能力に応じて働くことができる社会を望む方
そんな皆さまに向けて作られています。

障害者雇用に関する様々な情報を掲載していますので、ぜひご覧ください。
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http://www.pref.saitama.lg.jp/a0809/syougai-map/index.html

